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５・水質指導 

水 質 指 導 業 務 の 概 要 

 

１ 指導対象事業場数と排水量 

  

(1) 指導対象事業場数の推移 

（各年度末における事業場数） 

※１ 特定事業場：水質汚濁防止法施行令別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第 

二の施設を設置している工場・事業場 

※２ ダイオキシン法：ダイオキシン類対策特別措置法 

※３ 非特定事業場：特定事業場以外の工場・事業場 

 

(2) 業種別指導対象事業場数 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

 特定事業場
※１ 1,130 1,112 1,100 1,097 1,093

水質汚濁防止法 1,130 1,112 1,100 1,097 1,093

ダイオキシン法
※２ 3 3 3 4 4

 非特定事業場
※３ 584 577 571 543 538

1,714 1,689 1,671 1,640 1,631合計

区分　    　　　　年度

処理区

業種

めっき業 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 8

病院 5 3 9 9 16 5 0 1 1 0 49

検査・研究業 12 6 14 11 31 7 2 0 2 6 91

表面処理業 0 1 1 1 0 10 0 0 3 0 16

印刷・製版業 0 4 2 4 7 12 0 0 0 0 29

写真現像業 2 1 2 4 3 1 0 0 0 0 13

食品製造業 3 11 26 12 26 22 0 0 6 1 107

飲食業 4 6 3 7 40 2 0 0 1 1 64

洗濯業 16 12 40 12 37 34 0 0 3 2 156

車両関係 91 73 177 165 153 195 3 3 81 31 972

旅館業 0 0 0 0 9 0 0 21 1 0 31

その他 3 7 16 13 13 30 0 1 11 1 95

合計 137 125 290 238 335 324 5 26 109 42 1,631

創成川 伏古川 豊平川 厚別 定山渓 東部 合計新川 手稲 拓北 茨戸
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５・水質指導 

(3) 業種別指導対象事業場の年間排水量※ 

千m
3
/年

処理区

業種

めっき業 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 40.9

病院 170.1 170.8 414.0 371.6 760.6 154.7 0.0 26.9 10.8 0.0 2,079.5

検査・
研究業

33.9 19.5 29.2 22.4 929.9 41.7 22.2 0.0 3.0 13.8 1,115.6

表面
処理業

0.0 0.8 0.8 2.8 0.0 24.6 0.0 0.0 7.4 0.0 36.4

印刷・
製版業

0.0 4.3 0.2 1.7 14.4 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4

写真
現像業

1.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

食品
製造業

22.3 486.7 658.9 1,268.2 635.9 545.4 0.0 0.0 345.0 161.6 4,124.0

飲食業 165.5 405.9 91.0 205.6 1,504.3 124.4 0.0 0.0 32.2 125.2 2,654.2

洗濯業 68.3 33.1 287.5 75.9 139.0 195.2 0.0 0.0 4.5 1.6 805.2

車両関係 131.6 110.9 253.1 310.3 244.8 261.1 4.9 0.7 108.9 44.4 1,470.6

旅館業 0.0 0.0 0.0 0.0 729.2 0.0 0.0 1,886.4 197.6 0.0 2,813.2

その他 1.0 95.1 45.2 120.2 270.7 695.7 0.0 0.4 67.6 44.1 1,339.9

合計 593.8 1,327.5 1,780.1 2,378.9 5,228.9 2,089.4 27.0 1,914.4 777.1 390.5 16,507.7

茨戸 東部 合計新川 手稲 拓北創成川 伏古川 豊平川 厚別 定山渓

 

 

※  年 間 排 水 量 は 、 令 和 ５ 年 １ 月 か ら 令 和 ５ 年 12 月 ま で の 排 水 量 の 集 計 値 で あ る 。  

※  四 捨 五 入 に よ り 、 内 訳 と 合 計 が 一 致 し な い 場 合 が あ る 。  
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５・水質指導 

２ 指導対象事業場の監視・指導 

(1) 重点監視事業場 

 

※  VOC（揮発性有機化合物）  

水
質
検
査

立
入
検
査

報
告
徴
収

定期 定期 月次

8 1 12

定期 定期 月次

4 1 12

定期 定期 月次

2 1 12

81

食品製造業

検査研究業

洗濯業

・以下の条件(①～③)が全て当てはまる検査・研

　究業の事業場

　①有害物質を使用し、排出するおそれがある

　②水質汚濁防止法施行規則第１条の２

　　第１～３号に該当する

　③日排水量が1,000ｍ
3
以上

・日排水量500ｍ3以上の食品製造業

・食品製造業のうち除害施設のない特に監視の必

　要な事業場

・VOCを含有する洗濯物を取り扱う洗濯業

・有害物質を扱う産業廃棄物処理業

監視計画
(回/年)

Ａ

Ｃ

ランク 対象 主な業種

重
点
監
視
事
業
場

・有害物質（Cr、CN）を多量に使用する事業場

・Crめっき、Crめっき製版（循環使用除く）

・検査・研究業のうち、特に重要な監視が必要で

　あると判断される事業場

・有害物質を多量に扱う産業廃棄物処理業

めっき業

　(電気めっき)

検査研究業

産業廃棄物処理業

指導対象
事業場数

合　計

68

6

7Ｂ

・以下の条件(①～③)が全て当てはまる検査・研

　究業の事業場

　①有害物質を使用し、排出するおそれがある

　②水質汚濁防止法施行規則第１条の２

　　第１～３号に該当

　③有害物質の使用状況の詳細な把握が困難

・Crめっき・表面処理業（めっきについては循

　環使用かつ下水道にCr含有排水が流れる可能

　性が高い事業場）

・Znめっき・表面処理（鋼材、表面処理剤を大

　量に使用するもの）

・有害物質の使用量が少ない表面処理業

・VOCを使用し下水道への排出のおそれのある事

　業場（測定用STDのみの場合を除く）

・腐食製版を行う印刷製版業

・日排水量50ｍ3以上で以下のもの

　→食品製造業

　→洗濯業

・有害物質を扱うが、処理量が少ない産業廃棄物

　処理業

・清掃工場

表面処理業

検査研究業

食品製造業

洗濯業

産業廃棄物処理業
清掃工場
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５・水質指導 

(2) 一般監視事業場 

 

※１ D ランクの水質検査：テトラクロロエチレン等を使用するドライクリーニングについて実施する。 

※２ D ランクの立入検査：検査研究業、印刷製版業、車両整備業及びドライクリーニングについて

は１～３年に１回立入検査を行う。  

※３ D ランクの報告徴収：作業面積 800m2 以上の車両整備業については月次報告書の提出を、それ

以外の D ランク事業場については年次報告書の提出を求めている。  

 

水
質
検
査

立
入
検
査

報
告
徴
収

定期 定期 年次

1 1 1

又は

※１ ※２

月次

12

※３

年次

随時 随時 1

随時 随時 随時

1,550

ランク 対象 主な業種
指導対象
事業場数

一
般
監
視
事
業
場

Ｄ

・Crめっき（循環使用）

・Znめっき・表面処理（鋼材、表面処理剤を少

　量使用）

・酸アルカリ処理表面処理業

・有害物質の使用量が極めて少ない表面処理業

・印刷製版業で以下のもの

　→Crめっき製版（循環使用）

　→腐食製版（実行頻度が極めて低い）

　→VOC使用

・日排水量50ｍ
3
未満の洗濯業（有害物質を使用

　するドライクリーニング）

・以下の条件が全てあてはまる検査・研究業

　①有害物質を使用する(STDのみの場合も含む)

　②水濁法施行規則第１条の２　第1～11、

　13号に該当又は準ずるもの

・整備面積が800ｍ
2
以上の自動車整備工場

・排水量が50ｍ3以上の71号設置整備工場

・VOC少量使用事業場

めっき業

表面処理業

検査研究業

印刷製版業
洗濯業（ドライクリーニ

ング）

車両整備業

Ｅ
１

・表面処理業で以下のもの

　→有害物質不使用、石油系アルカリ洗浄剤

　　使用

・特定病院

・検査事業場で以下のいずれかに当てはまるもの

　①水濁法施行規則第１条の２第２号に該当

　　又は準ずる

　②細菌検査に係る業務のみ行う

　③Ｄランク以上に当てはまらないもの

・写真現像業

・印刷製版業で以下のもの

　→自現機、PS版のみ、印刷機にのみVOC使用

・Ｄランク以外の71号設置車両整備業

　（ガソリンスタンドを含む）

・ｐH規制の生コンクリート製造業

・VOCを使用するが排出の可能性が極めて低い事業場

表面処理業

検査研究業

特定病院

写真現像業
生コンクリート製造業

車両整備業

ガソリンスタンド等

合　計

632

826

監視計画
(回/年)

Ｅ
２

・Ａ～Ｅ１ランク以外で届出がある事業場

・日排水量50ｍ3未満の食品製造関係特定事業場

・日排水量50ｍ
3
未満のVOC不使用洗濯業

・VOC使用コインランドリー

・油水分離槽を設置する車両関係非特定事業場

　（ガソリンスタンドを含む）

・除害施設を設置する非特定病院

食品製造業

洗濯業

車両整備業

非特定病院
飲食業

旅館業

92
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５・水質指導 

３ 事業場排水の監視・指導実施状況  

事業場排水に対する水質規制は、別表－１排水基準表のとおり。 

 

(1) 水質検査件数及び改善指導状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 定期：排水の水質を確認するため、年数回定期的に行う。 

   改善：違反事業場に対し、改善を確認するために行う。 

   調査：幹線等の監視、実態調査など、調査を目的に行う。 

   参考：改善状況の確認など上記に区分されない検査をいう。 

 

(2) 立入検査件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 定期立入検査：届出内容、操業状況及び除害施設の運転状況等の確認のため、年１回または３年に

１回立入を行う。 

改善指導立入検査：違反事業場に対し、改善状況を把握し改善指導を行う目的で立入を行う。 

随時立入検査： E ランク事業場に対し、概ね５年ごとに実施する。 

しゅん工検査：特定施設、除害施設の設置・変更等の工事が完了した時点で行う。 

調査：指導対象事業場の営業状況確認や水量調査など、調査目的に対応するために行う。 

苦情：苦情に基づいて立入を行う。 

その他：届出に関する事前指導など上記に区分されない立入をいう。 

 

 

水質検査区分 実施数 違反数 実施対象

調査 4 － －

参考 4 － －

合計 221 － －

改善指導

13

1

0

－

－

－

指導ランク
Ａ～Ｃ

14

0

14

定期

改善

208

5

注意

勧告

警告

改善命令

合計

実施数 実施対象

131

定期 131

改善指導 0

随時 0

53

14

1

0

199

指導ランク　Ａ～Ｃの事業場
　　　　　　Ｄ～Ｅの一部の事業場

区分

合計

 しゅん工検査

 調査

 苦情

 その他

 立入検査
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５・水質指導 

(3) 報告徴収状況 

延報告対象数 延報告数 報告率(％)

月次報告 1,098 1,056 96.2

年次報告 696 512 73.6

臨時報告 － 58 －

その他 40 40 100

 
月次報告：指導ランクＡ～Ｃ及びＤの一部(整備面積 800ｍ 2 以上の車両整備業)の事業場に対し、 

水質検査結果を含めた水質管理状況等について毎月報告を求めるもの。 

    年次報告：指導ランクＤ(整備面積 800ｍ 2 以上の車両整備業を除く)及びＥ１の事業場に対し、 

水質管理状況等について年１回前年度１年間分の報告を求めるもの。 

    臨時報告：Ｅランク事業場に対する随時指導対象事業場に対し、届出事項及び油水分離槽の維持管

理状況の確認を目的とした報告を求めたもの。 

    その他：10 条ただし書き、制限行為許可事業場に対して許可条件に基づき報告を求めるもの。 

 
 

４ 特定施設、除害施設関連の届出件数 

 
 

 

 

件数

284

設置届 44

使用届 0

構造変更届 21

使用廃止届 38

氏名変更届 174

承継届 7

14

設置届 12

改築・増築届 2

298

届出内容

合計

 特定施設

 除害施設

内
　
訳

内
訳
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５・水質指導 

５ 調査及びその他指導 

調査名 目的 備考

 Ｅランク事業場
 に対する
 随時指導

令和４年度に指導文書を送付した
後にも調査票の回答が得られな
かった事業場に対し、現地確認な
どを行い、引き続き実態調査を行
う。

令和4年度に未回答事業場　77事業場
令和4年度に調査票を送付しなかった事業場
（別途対応）　7事業場

内容・結果
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５・水質指導 

 

別 表 － １  排 水 基 準 表  

50m3/日

以上

1,000m3/日

未満

0.03 mg/L 以下

1 mg/L 以下

1 mg/L 以下

0.1 mg/L 以下

0.5 mg/L 以下

0.1 mg/L 以下

0.005 mg/L 以下

0.003 mg/L 以下

0.1 mg/L 以下

0.1 mg/L 以下

0.2 mg/L 以下

0.02 mg/L 以下

0.04 mg/L 以下

1 mg/L 以下

0.4 mg/L 以下

3 mg/L 以下

0.06 mg/L 以下

0.02 mg/L 以下

0.06 mg/L 以下

0.03 mg/L 以下

0.2 mg/L 以下

0.1 mg/L 以下

0.1 mg/L 以下

10 mg/L 以下

8 mg/L 以下

0.5 mg/L 以下

5 mg/L 以下

3 mg/L 以下

2 mg/L 以下

10 mg/L 以下

10 mg/L 以下

2 mg/L 以下

600 mg/L 未満

600 mg/L 未満

動植物油脂類 30 mg/L 以下

鉱油類 5 mg/L 以下

220 mg/L 未満

セレン及びその化合物

10 pg-TEQ/L 以下ダイオキシン類

1,4-ジオキサン

45℃未満

よう素消費量

温度

水素イオン濃度(ｐＨ) 5を超え9未満

1,3-ジクロロプロペン

生

活

環

境

項

目

等

フェノール類

銅及びその化合物

亜鉛及びその化合物

鉄及びその化合物（溶解性）

マンガン及びその化合物（溶解性）

総クロム及びその化合物

ノルマルヘキサン

抽出物質含有量

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)

浮遊物質量（ＳＳ）

ほう素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

四塩化炭素

健

康

項

目
（

有

害

物

質
）

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

有機りん化合物

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

ひ素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

ジクロロメタン

チウラム

1,2-ジクロロエタン

1,1-ジクロロエチレン

ｼｽｰ1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

対象物質・項目 基準

特定事業場 非特定事業場

50m3/日

未満

50m3/日

以上

1,000m3/日

以上

50m3/日

未満

 
（備考）

1

2

3 　規制の適用を受けない。

　排水が基準に適合しない場合、直ちに処罰されることがある。この規制の対象となるのは法令に定め
られている特定の施設を設置している工場・事業場に限られる。

　排水が基準に適合しない場合、直ちに処罰されることはないが、必要な措置が命じられ、これに従わ
ないと処罰されることがある。この規制の対象となるのはすべての工場・事業場である。ただし、規制
項目のうちダイオキシン類については工場・事業場の立地区域によって規制の対象となる場合とならな
い場合がある。
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